
平成２８年１２月 

国際交流サービスオフィス 

 

 

「京都大学留学生住宅保証制度」と「民間の保証会社利用」の手続きの流れの比較 

 

 

京都大学住宅保証制度の場合 

（～平成 29 年 1 月 31 日まで） 

民間の保証会社を利用する場合 

 

１．協力不動産業者で入居物件を探す 

 

 

２．サービスオフィスに同制度の書類一式 

（賃貸借契約書等）を取りにいく 

 

 

３．提出書類の作成⇒所属事務室で学籍確認を受ける。 

  サービスオフィスに書類一式を提出 

 

 

４．サービスオフィスで書類点検、契約書押印 

  留学生総合補償（保険）へ加入 

 

５．不動産業者に賃貸借契約書を提出 

 

６．入居開始 

 

７．契約書の最終ページコピーをサービスオフィス 

に提出 

 

 

１．不動産業者で入居物件を探す 

  不動産業者にて民間保証会社（注１）を利用する旨相談 

    

２．不動産業者で、民間保証会社の保証委託手続き       と 

と入居物件の賃貸借契約を同時に結ぶ 

   【民間保証会社を利用する際に用意しておく書類】 

① パスポートコピー 

② 在留カード 

③ 京都大学が発行した学生証・入学許可証・ 

在籍証明書など、京都大学に入学・在籍して          いること

がわかる証明書のコピー 

   

３．不動産業者指定の火災保険に加入。 

※指定がない場合は、別途、京都大学生活協同 

組合の火災共済保険（注２）へ加入。 

 

４．入居開始 

 

 

  
 

（注 1）民間保証会社が利用できる不動産業者の情報 

国際交流サービスオフィスＨＰ http://kuiso.oc.kyoto-u.ac.jp 

 

（注２）大学生協 火災共済保険問い合わせ：吉田・宇治・桂キャンパス 生協各店舗 


